
第
十
冊
：
・
・
：
旧
県
立
図
書
館
本
・
台
湾
大
学
本

欠
巻
1
1
巻
―
―
四

第
九
冊
：
・
:
．
鎌
倉
本
・
旧
県
立
図
書
館
本
・
台
湾
大
学
本

第
九
冊
・
十
冊
解
説

(
-
）
収
録
文
書
お
よ
び
年
代

第
九
冊
（
巻
一

0
五
1
巻

―
二
二
）

嘉
慶
十
三
年
（
一
八

0
八
）
九
月
十
三
日

＼
嘉
慶
二
十
二
年
(
-
八
一
七
）
八
月
四
日

第
十
冊
（
巻
―

二
三

1
巻
一
四
五
）

（
二
）
底
本

校
訂
本

嘉
慶
二
十
一
年
(
-
八
一
六
）
十
二
月

＼
道
光
七
年
(
-
八
二
七
）
八
月
十
二
日

欠
巻
1
1
巻
―
二
六
．
―

二
七
．
―

二
九
・
一

三
O
・
一
三一

・

一
三
ニ
・
一
三
七
・
一
三
八

第
九
冊
・
十
冊
に
つ
い
て

金

城

正

篤

収
録
文
書
の
概
要

中
国
（
明
・
清
）
と
琉
球
王
国
と
の
関
係
で
は
、
清
朝
は
明
代
の
冊
封
．

朝
貢
制
度
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
。『
歴
代
賣
案
』
（
以
下
、

『賓
案
』
と
略
称
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
群
は
、
い
ず
れ
も
冊
封
•
朝
貢
制
度
に
基
づ
い
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
集
と
第
二
集
で
は
編
集
の
形
式
は
異
な
っ

て
い
る
が
、
冊
封
•
朝
貢
制
度
の
枠
組
み
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

少
し
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
ま
ず
冊
封
に
関
し
て
大
づ
か
み
に
言
え
ば
、

①
国
王
代
替
わ
り
に
新
国
王
は
先
代
の
父
王
の
死
を
告
げ
、
冊
封
使
の
派
遣

を
中
国
に
要
請
す
る
（
請
封
）
。
②
そ
れ
を
受
け
て
清
朝
で
は
冊
封
正
使
・

副
使
を
選
任
し
、
琉
球
へ
派
遣
す
る
準
備
を
す
る
。
③
冊
封
使
の
琉
球
で
の

公
式
任
務
は
先
王
の
「
諭
祭
」
と
新
王
の
「
冊
封
」
で
あ
る
。
冊
封
使

一
行

の
滞
在
中
に
、
た
と
え
ば
「
評
価
」（

ハ
ン
ガ
ー
）
と
呼
ば
れ
る
王
府
と
の

商
行
為
、
そ
の
他
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、

『資
案
』
に
は
そ
れ
ら
の
巨
細

は
そ
の
都
度
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
④
冊
封
使
渡
来
の
年
に

は
、
冊
封
使
の
代
奏
（
琉
球
国
王
の
要
請
を
受
け
て
）
に
よ
り
、
「
官
生
」

と
呼
ば
れ
る
留
学
生
が
首
都
北
京
の
国
子
監
（
大
学
）
へ
の
派
遣
が
許
可
さ

れ
る
。
⑤
琉
球
か
ら
は
定
期
的
に
派
遣
さ
れ
る
進
貢
使
節
と
は
別
に
、
謝
恩

使
・
慶
賀
使
等
の
名
目
で
使
節
が
派
遣
さ
れ
、
特
別
な
進
貢
品
を
献
上
す
る

慣
わ
し
で
あ
っ
た
。

次
に
朝
貢
に
つ
い
て
み
る
と
、

①
清
代
で
は
二
年
一
貢
が
定
制
と
な
り
、
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る
こ
と
に
す
る
。

朝
貢
（
進
貢
）
年
を
迎
え
る
と
正
副
使
以
下

一
行
二

0
0人
編
成
の
使
節
団

を
福
州
に
派
遣
し
た
。
②
進
貢
品
と
し
て
は
清
代
で
は
硫
黄
・
紅
銅
・
白
鋼

錫
の
三
品
が
中
国
に
運
ば
れ
た
。
③
進
貢
使
一
行
は
福
州
で
三
班
に
分
か
れ

る
。
第
一

に
二
十
人
が
北
京
に
赴
く
グ
ル
ー
プ
（
進
京
1
1
朝
京
使
）
、
第
二

が
福
州
に
留
ま
る
グ
ル
ー
プ
（
存
留
1
1
残
留
組
）
、
第
三
が
福
州
で
の
貿
易

活
動
に
従
事
し
、
翌
年
四
月
頃
、
原
船
で
帰
国
（
摘
回
）
す
る
グ
ル
ー
プ
。

④
北
京
行
き
の
朝
京
使
こ
そ
本
来
の
「
朝
貢
使
」
で
、
正
月
（
春
節
）
を
は

さ
ん
で
約

一
か
月
北
京
に
滞
在
し
、
清
朝
皇
帝
に
謁
見
を
許
さ
れ
、
絹
織
物

な
ど
を
下
賜
さ
れ
、
御
馳
走
を
ふ
る
ま
わ
れ
、
京
劇
を
観
劇
す
る
な
ど
、
も

て
な
し
を
受
け
た
。

以
上
が
琉
球
と
中
国
を
結
ぶ
二
つ
の
大
き
な
パ
イ
プ
、
冊
封
と
朝
貢
の
あ

ら
ま
し
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
を
機
軸
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
局
面
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
「
官
生
」
（
留
学
生
）

の
派
遣
も
そ
の

一
っ
。
「
官
生
」
は
冊
封
使
渡
来
に
因
ん
で
派
遣
さ
れ
る
慣

例
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

『資
案
』
に
は
海
難
事
故
に
関
す
る
記
事
が
頻
繁
に
出
て
く
る
。「
舟

揖
を
以
て
万
国
津
梁
」
と
し
た
琉
球
王
国
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
覚
悟
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。『
賞
案
』
に
見

る
海
難
事
故
に
関
し
て
は
、
す
ぐ
後
に
関
連
記
事
を
挙
げ
て
く
わ
し
く
ふ
れ

(
-
）
頻
出
す
る
海
難
・
漂
流
民
関
係
記
事

『
賓
案
』

第
九
冊
・
十
冊
に
は
遭
難
（
海
難
）

関
係
の
記
事
が
頻
出
す
る
。

九
冊
（
文
書
数
全
一
七
四
文
書
）
、
十
冊
（
全
ニ

―
六
文
書
）
、
合
計
三
九
〇

文
書
中
約
一

0
0

C

二
六
％
）
に
上
る
遭
難
関
係
の
記
事
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。海

難
事
故
の
多
発
の
例
と
し
て
は
「
漂
流
」
で
あ
り
、
漂
流
先
は
中
国
沿

岸
、
台
湾
近
海
な
ど
で
あ
る
。
「
難
民
」
は
琉
球
人
だ
け
で
な
く
、
中
国
人
、

朝
鮮
人
も
含
ま
れ
る
。
身
分
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
士
族
も
お
れ
ば
農
民
、

漁
民
、
商
人
と
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
幸
い
救
助
さ
れ
、
撫
愉
（
保
護
さ
れ
衣

食
を
あ
て
が
わ
れ
る
）
を
受
け
て
、
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
に

「
送
還
」

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

最
悪
の
場
合
は
船
が
沈
没
し
て
乗
組
員
が
溺
死
す
る
例
も
あ
り
、
ま
た
、

進
貢
船
や
接
貢
船
が
行
方
不
明
と
な
り
、
探
索
の
要
請
が
な
さ
れ
た
例
も
あ

る
。あ

る
い
は
、
な
か
に
は
「
漂
流
」
を
装
っ
て
商
行
為
を
営
ん
で
い
た

一
群

も
い
た
と
思
わ
れ
る
フ
シ
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
(
-
八

o
o
~

―-0
年
代
）
の
首
里
王
府
の

公
式
の
記
録
に
遭
難
記
事
が
頻
出
す
る
状
況
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ

い
か
。
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
そ
の
時
代
背
景
、
さ
ら
に
は
広
く
こ
の
時
期
の

東
ア
ジ
ア
の
海
上
交
通
の
実
態
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
知

海
難
・
源
流
民
の
救
助
に
関
す
る
問
題
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た
少
し
異
な
る
。
進
貢
船

．
接
貢
船
が
遭
難
し
琉
球
館
に
安
挿
（
保
護
）
さ

れ
る
と
、
そ
の
日
か
ら
滞
在
期
間
、
正
副
使
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
毎
日

「魔

給
銀
二
銭」
、
他
の
官
人
は
そ
れ
ぞ
れ
毎
日
「
米
三
升
」
と
「
疏
薪
銀
五
分

一
厘
」
、
眼伴
•
水
梢
に
は
そ
れ
ぞ
れ
毎
日
「
米
一
升
、
塩
菜
銀
一
分
」
が

支
給
さ
れ
る
。
さ
ら
に
帰
国
の
際
に
は
別
に
「
行
糧
一
個
月
」
が
支
給
さ
れ

る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
「
藍
布
、
綿
花
、
茶
姻
、
酒
肉
等
物
」
が
加
賞
さ
れ

る
慣
例
で
あ
っ
た
。

一
方
、
進
貢
船

．
接
貢
船
の
遭
難
と
な
る
と
、
漂
流
難
民
の
場
合
と
は
ま

（
二
）
遭
難
者
の
琉
球
館
で
の
撫
植

先
記
の
よ
う
に
第
九
冊
・

十
冊
に
は
海
難

・
漂
流
民
の
救
助
に
関
す
る
記

事
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
漂
流
民
の
救
助
と
撫
植

（
保
護
措
置
）
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、

中
国
近
海
に
漂
着
し
た
琉
球
の
漂
流
難
民
は
、
通
常
、
漂
着

地
で
衣
食
を
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
福
州
の
琉
球
館
に
保
護
さ
れ
て
か
ら
船
便

を
得
て
帰
国
す
る
ま
で
の
滞
在
期
間
中
、
年
代
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
は
あ

る
が
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
毎
日
「
米

一
升
、
塩
菜
銀
六
厘
」
が
支
給
さ
れ
、

帰
国
の
際
に
は
「
行
糧
一
個
月
」
が
支
給
さ
れ
る
。
さ
ら
に
各
人
に
「
拍
藍

布
・

棉
花
・
灰
麺

•

生
姻
・

茶
葉

・

酒
肉
」
等
の
物
が
加
賞
さ
れ
た

。

ま
た

琉
球
館
に
は
、
何
組
か
の
漂
流
民
が
帰
国
の
船
便
を
ま
っ
て
滞
在
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。

れ
な
い
。

清
朝
内
部
で
の
細
か
な
こ
と
を
言
え
ば
、
「
進
貢
官
伴
口
糧
」
は
「
地
丁

存
公
項
下
」
よ
り
、
「
漂
風
難
夷
口
糧
」
に
つ
い
て
は
「
存
公
項
下
」
よ
り

支
出
し
、
後
日
会
計
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

頻
出
す
る
漂
流
民
の
琉
球
館
で
の
撫
憧
は
、
ほ
ぼ
上
記
の
慣
例
に
従
っ
て

処
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（三
）
接
貢
船
の
派
遣
と
遭
難

こ
こ
で
は

―
つ
の
遭
難
事
故
を
め
ぐ
る
い
き
さ
つ
を
紹
介
し
よ
う
。
数
あ

る
遭
難
事
件
の

一
っ
に
過
ぎ
な
い
が
、
遭
難
者
の
救
助
措
置
が
適
切
で
な
か

っ
た
と
い
う
理
由
で
、
福
建
の
海
防
警
備
官
（
閲
安
協
水
師
副
将
）
以
下
三

名
の
武
官
が
処
分
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
派
生
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
事
件
の

経
緯
を
追
っ
て
み
よ
う
。
（
ニ

-
1
0五
ー
〇

一
号

・
O
二
号
文
書
）

嘉
慶
十
二
年
(
-
八

0
七
）
九
月
、
接
封
正
議
大
夫
禁
邦
錦

．
都
通
事
玩

永
光
等
官
伴

一
0
五
名
編
成
の
接
貢
船
が
、
琉
球
を
出
港
し
た
。
こ
の
船
は

冊
封
使
お
よ
び
前
年
の
朝
京
使
を
迎
接
す
る
目
的
で
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。こ

の
船
に
は

「国
王
世
孫
」
（
尚
瀬
）
の
銀
両
1
1
五
0
0
0両
（
冊
封
使

迎
接
の
た
め
の
準
備
資
金
）
、
お
よ
び
「
南
山
北
山
各
島
附
搭
置
買
貨
物
銀
」

1
1
ニ
万
両
を
積
載
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
同
船
は
翌
十
月
三
日
に
海
壇
の
観
音
澳
口
に
漂
至
。察
邦
錦
（
接

封
大
夫
）
と
眼
伴
の
計
十
二
名
は
先
に
陸
路
よ
り
出
発
。
そ
の
余
は
船
内
で

兵
船
の
迎
護
を
求
め
た
が
、
や
や
順
風
が
吹
い
た
の
で
迎
護
を
待
た
ず
に
自
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カ
で
脱
出
し
よ
う
と
し
て
、
二
十
五
日
に
鐘
門
洋
面
で
風
波
の
た
め
船
は
座

礁
し
て
撃
破
し
た
。
救
助
さ
れ
た
者
は
接
封
伴
梢
比
嘉
等
八
名
、
接
貢
伴
梢

牧
志
等
二
十
二
名
、
計
三
十
名
。
そ
の
余
の
都
通
事
研
永
光
等
三
名
、
伴
梢

六
十
名
、
計
六
十
三
名
（
他
に
内
地
舵
エ
一
名
）
が
溺
死
し
た
。
溺
死
者
の

う
ち
三
十
七
名
は
死
体
が
あ
が
る
が
、
そ
の
余
は
行
方
不
明
。
生
存
者
は
陸

路
よ
り
福
建
省
に
護
送
さ
れ
、
死
者
に
つ
い
て
は
納
棺
埋
葬
さ
れ
た
。

こ
の
遭
難
で
「
王
府
執
照
、
接
貢
公
文
、
な
ら
び
に
銀
両
、
土
産
貨
物
」

は
こ
と
ご
と
く
沈
失
。
「
国
王
世
孫
」
（
尚
瀬
）
の
銀
両
1
1
五
0
0
0両
に
つ

い
て
は
琉
使
ら
は
「
借
給
」
を
懇
請
し
た
が
、
総
督
・
巡
撫
の
上
奏
に
よ
り

皇
帝
の
上
諭
が
下
り
、
五

0
0
0両
の
銀
両
は

「
儀
制
に
関
わ
る
所
」
ゆ
え
、

「
庫
項
銀
二
五

0
0両
を
加
恩
賞
給
し
、
そ
の
余
の
二
五

0
0両
は
福
建
省

の
督
撫
司
道
大
員
に
よ
る
捐
資
に
よ
り
支
給
し
、
返
済
を
免
除
せ
よ
」
と
。

撃
破
し
た
船
隻
に
関
し
て
は
代
わ
り
に
中
国
の
商
船
を
賃
借
す
る
費
用
と

し
て
一

0
0
0両
を
支
給
し
て
帰
国
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
に
五

0
0

両
を
溺
死
者
六
十
三
名
の
家
族
に
見
舞
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

以
上
が
こ
の
件
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
清
朝
側
で
は
溺
死
者
多
数
を
出

し
た
こ
と
に
つ
い
て
海
防
警
備
担
当
の
役
人
を
厳
罰
に
処
す
る
と
い
う
事
態

に
発
展
し
た
。

（
四
）
海
防
警
備
官
（
閲
安
協
水
師
副
将
）
徐
湧
等
の
「
革
職
」
処
分

福
建
地
方
当
局
（
総
督
・
巡
撫
）
の
見
方
と
し
て
は
、
今
回
の
遭
難
事
故

は
兵
船
の
速
や
か
な
護
送
を
待
た
ず
に
自
力
で
脱
出
（
開
駕
放
洋
）
し
よ
う

と
し
て
風
波
に
呑
ま
れ
た
も
の
で
、
接
封
大
使
禁
邦
錦
等
も
、
人
力
の
及
ば

ぬ
天
災
と
認
め
て
い
る
が
、
副
将
徐
湧
が
命
令
通
り
直
ち
に
救
助
に
向
か
っ

て
お
れ
ば
、
救
護
で
き
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
「
接
護
遷
延
」
が
原
因
で
起

こ
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
徐
湧
を
「
革
職
」
（
免
職
）
、
十
天
沢
（
署
平

澤
同
知
候
補
知
府
）
お
よ
び
何
文
上
（
代
理
海
壇
左
営
遊
撃
候
補
守
備
）
を

「
交
部
厳
加
議
処
」
（
吏
部
に
送
り
厳
し
い
処
分
を
議
す
）
の
処
分
を
す
る

よ
う
奏
請
し
て
い
る
。

徐
湧
に
対
す
る
皇
帝
の
「
上
諭
」
は
厳
し
い
処
分
を
命
ず
る
も
の
で
あ
っ

た
。

か
く
の
ご
と
き
臆
病
無
能
は
ま
こ
と
に
職
務
怠
慢
に
等
し
い
。
単
に
革

職
処
分
の
み
で
は
軽
過
ぎ
る
。
徐
湧
を
革
職
の
上
、
烏
魯
木
斉
（
ウ
ル

ム
チ
）
に
発
往
（
流
罪
）
し
て
贖
罪
に
努
め
さ
せ
よ
。

干
天
沢
、
何
文
上
二
人
の
処
分
に
つ
い
て
は
督
撫
の
上
奏
通
り
「
著
交
吏

兵
戴
部
厳
加
議
処
」
（
吏
・
兵
―

一
部
に
送
致
し
て
厳
加
議
処
せ
し
め
よ
）
と

の
上
諭
が
下
っ
た
。

琉
球
接
貴
船
が
福
州
東
南
海
上
に
あ
る
海
壇
島
近
海
で
の
遭
難
事
故
に
つ

い
て
、
救
助
の
た
め
の
対
応
の
ま
ず
さ
の
責
任
を
問
わ
れ
、
担
当
の
武
官
が

厳
罰
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
朝
貢
国
で
あ
る
琉
球
を
清
朝

政
府
が
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
上
級
官
で
あ
る

総
督
・
巡
撫
の
命
令
に
敏
速
に
従
わ
ず
、
救
護
の
た
め
の
兵
船
の
派
遣
を
遅

ら
せ
た
こ
と
が
、

多
く
の
溺
死
者
お
よ
び
行
方
不
明
者
を
出
す
結
果
と
な

っ

た
こ
と
を
率
直
に
認
め
、
貢
任
者
を
厳
罰
に
処
し
た
清
朝
内
部
の
詳
し
い
顛
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末
ま
で
、
琉
球
側
に
伝
え
、
生
存
者
、
死
者
、
行
方
不
明
者
の
遺
族
に
対
し

て
も
特
別
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
。

座
礁
し
た
船
を
自
力
で
脱
出
（
開
駕
）
し
、
再
び
大
き
な
風
波
に
も
ま
れ

て
二
重
の
遭
難
に
逢
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
記
の
よ
う
に
接
封
使

者
の
禁
邦
錦
も
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
人
力
の
及
ば
な
い
天
災
で
あ
っ
た

が
、
兵
船
が
来
る
ま
で
琉
球
船
の
自
力
「
開
駕
」
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
の

理
由
で
、
実
は
先
の
子
天
沢
、
何
文
上
二
人
は
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
琉
球
側
の
い
わ
ば
「
非
」
に
つ
い
て
は

一
言

も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
一
行
は
中
国
の
船
戸
陳
瑞
春
の
船
隻
を
雇
っ
て
無
事
帰
国
し
た
。

最
後
に
や
や
蛇
足
に
な
る
が
、
こ
の
接
貢
船
に
は
先
記
の
よ
う
に
冊
封
使

の
迎
接
お
よ
び
先
年
の
朝
京
使
の
出
迎
え
の
使
者
が
乗
船
し
て
お
り
、
ま
た

冊
封
使
迎
接
の
た
め
の
準
備
資
金
五

0
0
0両
の
ほ
か
、
「
南
山
北
山
各
島

附
搭
置
買
貨
物
銀
二
万
両
」
も
登
載
し
て
い
る
。

「
南
北
山
各
島
附
搭
置
買
貨
物
銀
二
万
両
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
性

格
の
も
の
か
、
実
態
は
把
握
し
得
な
い
が
、

嘉
慶
十
四
年
(
-
八
0
九
）
派

遣
の
接
貢
船
の
例
で
は
「
王
府
及
南
山
北
山
三
十
六
島
、
併
官
伴
人
等
随
帯

来
銀
計
二
万
五

0
0
0両
」
と
あ
る
（
ニ
ー
一
〇
八
ー
一
―
号
文
書
）。

王
府
（
中
山
）
と
は
別
に
「
南
山
・
北
山
・
各
（
三
十
六
）
島
」
の
「
附

搭
置
買
貨
物
銀
」
が
い
か
な
る
内
容
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
「
中
山
」
に
よ

る
単
な
る
虚
構
な
の
か
、
後
日
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
る
。

琉
球
館
貿
易

(
-
）
厳
重
な
規
制
下
で
の
「
開
館
貿
易
」

進
貢
船
（
二
隻
1
1
隔
年
）
、
接
貢
船
（

一
隻
1
1
隔
年
）
、
謝
恩
船
（
一
隻
II

冊
封
の
謝
恩
等
）
、
護
送
船
（

一
隻
1
1
漂
流
民
の
送
還
）
等
、
琉
球
か
ら
派

遣
さ
れ
る
定
期
・
不
定
期
（
臨
時
）
の
船
隻
は
、
名
目
こ
そ
違
え
、
い
ず
れ

も
福
州
琉
球
館
で
の
貿
易
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。
季
節
風
を
利
用
し
て
の

航
海
ゆ
え
、
福
州
で
初
夏
の
順
風
を
待
つ
間
（
長
い
の
で
は
十
月

1
翌
年
四

月
の
半
年
間
）
、
「
開
館
貿
易
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

『
賓
案
』

に
は
随
所
に
「
開
館
貿
易
」
（
琉
球
館
貿
易
）
に
関
す
る
記
述
が

出
て
い
る
。
そ
の

一
例
を
以
下
に
引
い
て
み
る
。
一

連
の
文
書
だ
が
、
理
解

し
や
す
い
よ
う
に
分
解
し
て
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
（
ニ

-
1
0
六

ー
〇
四

号
文
書
）
。

①
厳
筋
看
管
役
員。

留
心
稽
察。

自
開
館
之
日
為
始
。
瞼
明
兌
換
出
入

貨
物
。
按
日
摺
報
。
例
令
将
開
館
日
期
。
施
行
通
報
。

②
不
許
把
繹
員
弁
兵
役
。
需
索
階
規
。
厳
察
附
近
土
視
奸
民
。
入
館
勾
通
。

局
頴
串
帯
禁
物
。
途
額
滋
弊
゜

③
併
令
土
通
事。

将
交
易
客
商
姓
名
。
兌
買
物
件
。
按
日
摺
報
。
事
竣

着
令
該
庁
。
彙
造
細
朋
。
送
司
査
核
。
井
筋
諄
諭
夷
官
等
。
趨
緊
貿
易
。

剋
期
報
竣
。
詳
請
遣
回
。
母
許
逗
留
胎
候
。

④
俯
侯
開
駕
時
。
将
所
買
各
項
貨
物
。
委
員
盤
験
。
上
船
以
杜
透
漏
゜

①
②
は
琉
球
館
で
の
貿
易
活
動
を
監
視
す
る
清
朝
側
の
担
当
役
人
に
対
す

四
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る
注
意
事
項
で
あ
る
。
貿
易
開
始
の
日
か
ら
琉
球
館
で
の
取
引
貨
物
の
出
入

を
明
確
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
日
ご
と
に
報
告
す
る
こ
と
、
担
当
の
役
人
・
兵
役

は
賄
賂
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
付
近
の
無
頼
者
や
悪
党
が
入
館
し

て
内
通
し
、
偽
っ
て
禁
止
品
を
制
限
額
を
越
え
て
持
ち
込
み
、
ト
ラ
ブ
ル
を

起
こ
す
こ
と
を
厳
し
く
見
張
る
こ
と
、
を
命
じ
て
い
る
。

③
は
土
通
事
（
福
州
出
身
の
琉
球
語
通
訳
）
に
命
じ
、
「
客
商
」
（
中
国
側

の
出
入
り
を
許
さ
れ
て
い
る
商
人
の
こ
と
か
）
が
買
い
取
っ
た
物
件
を
日
ご

と
に
報
告
し
、
完
了
し
た
ら
詳
細
な
帳
簿
を
作
り
布
政
使
司
に
送
り
、
監
査

さ
せ
る
。
ま
た
「
夷
官
」
（
琉
球
の
役
人
）
等
に
も
期
日
通
り
に
急
ぎ
取
引

を
終
わ
ら
せ
、
早
め
に
帰
国
す
る
よ
う
に
諭
し
、
滞
在
を
延
ば
す
過
ち
を
許

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

④
は
「
開
駕
」
（
出
港
）
の
際
に
は
、
購
入
し
た
貨
物
の
す
べ
て
を
チ
ェ

ッ
ク
し
た
上
で
乗
船
さ
せ
、
「
透
淵
」
（
密
輸
）
を
防
ぐ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

①
ー
④
は
、
琉
球
館
で
の
貿
易
を
営
む
際
に
定
め
ら
れ
た
清
朝
側
の
管
理

体
制
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
清
代
を
通
じ
て
毎
年
の
よ
う
に
行
な

わ
れ
た
福
州
琉
球
館
で
の
「
朝
貢
貿
易
」
は
、
こ
の
よ
う
な
体
制
下
で
営
ま

れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
「
現
銭
交
関
」
（
現
金
取
引
）

同
じ
文
書
の
中
に
取
引
は
現
金
取
引
で
行
な
う
よ
う
に
、
と
い
う
意
味
の

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
「
開
館
貿
易
、
瞼
明
兌
換
。
出
入
貨
物
、
現
錢

交
闊
。
不
許
絲
篭
除
欠
及
浮
債
立
票
情
事
」
。
取
引
は
現
金
を
も
っ
て
行
な

い
、
「
除
欠
」
（
掛
け
で
の
取
引
）
や
「
浮
価
立
票
」
（
手
形
な
ど
で
の
取
引
）

を
禁
じ
た
。

別
の
文
書
（
ニ

-I0
六

I
O
三
号

・
―
-
|

1
0七
I
O五
号
文
書
）
に

よ
る
と
、
嘉
慶
十
三
年
（
一
八

0
八
）
の
尚
瀬
の
冊
封
使
齊
鮨
（
正
使
）
．

費
錫
章
（
副
使
）
に
随
行
し
た
「
船
梢
・
執
事
人
」
の
な
か
に
、
か
つ
て
琉

球
館
の
琉
球
人
と
取
引
し
た
際
の
「
欠
項
未
清
」
（
未
決
済
の
銀
両
）
を
こ

の
機
会
に
と
り
た
て
よ
う
と
し
た
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
部
分
を
引
用
し
て

み
る
。間

縣
民
人
馬
賢
書
等
十
六
名
、
公
同
呈
稲
、
小
的
側
父
兄
、
在
日
均
輿

琉
球
夷
人
貿
易
。
交
闊
各
夷
人
、
倶
有
積
欠
、
年
久
未
還
。
本
年
因
奉

招
募
熟
悉
琉
球
海
洋
風
上
之
船
梢
水
手
、
及
各
項
執
事
人
等
。
是
以
小

的
側
承
充
前
往
。
到
彼
之
後
、
憶
及
駕
欠
、
順
便
向
討
。
嘗
蒙
欽
差
禁
止
。

郁
時
祗
遵
。
不
敢
再
輿
索
取
。

此
項
本
係
遠
年
欠
賑
。
今
小
的
側
到
琉
球
査
詢
。
多
有
人
亡
物
故
。
以

後
亦
不
願
向
討
。
情
願
将
夷
人
筐
欠
票
握
、
需
行
檄
銅
等
情
。
並
出
具
。

冊
封
使
の
随
行
員
と
し
て
琉
球
に
行
っ
た
つ
い
で
に
、
琉
球
人
が
未
払
い

の
ま
ま
に
し
て
い
る
負
債
を
取
り
立
て
よ
う
と
思
っ
た
が
、
冊
封
使
の
催
促

禁
止
命
令
に
従
っ
て
思
い
止
ま
っ
た
。
本
件
は
、
は
る
か
以
前
の
福
州
に
お

け
る
琉
球
人
の
債
務
に
か
か
る
も
の
で
、
実
際
に
琉
球
に
来
て
尋
ね
た
と
こ

ろ
多
く
は
故
人
に
な
っ
て
お
り
、
以
後
取
り
立
て
る
こ
と
は
止
め
、
琉
球
人

の
証
文
類
は
す
べ
て
廃
棄
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

調
べ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
件
は
多
く
は
乾
隆
年
間
（
一
七
三
六
ー
一
七
九
五
）
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の
取
引
で
合
計
す
る
と
銀
1
1

七
八
四

0
余
両
、
番
銀
1
1

一
五
九

0
余
元
で

あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
、
以
後
は
皇
帝
の
命
令
で
「
内
地
民
人
」
に
よ
る

「
旧
欠
」
の
催
促
を
禁
止
す
る
（
「
欠
票
」
を
こ
と
ご
と
く
廃
棄
す
る
）
と
し
、

ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る
た
め
両
者
の
取
引
（
「
交
関
」
）
は
「
現
銭
」
で
行
な

い
、
福
建
民
人
に
対
し
て
は
「
藉
欠
立
票
」
（
手
形
で
の
取
引
）
を
禁
じ
、

琉
球
人
に
対
し
て
は
「
除
取
貨
物
」
（
掛
け
で
買
い
取
る
）
を
禁
止
し
た
。

（三
）

「
絲
紬
」
購
入
の
許
可

琉
球
館
で
の
貿
易
で
琉
球
人
が
購
入
を
禁
止
さ
れ
た
物
品
が
あ
っ
た
。
そ

の
リ
ス
ト
を
あ
げ
る
と
「
史
書
、
黒
・
黄
・
紫
・
阜
・
大
花
・
西
番
蓮
緞
疋
、

焔
硝
、
牛
角
、
兵
器
、
桐
油
、
鉄
鍋
、
黄
・
紅
銅
器
、
お
よ
び
絲
紬
緞
疋
、

綾
絹
紗
羅
」
等
の
物
は
、
収
買
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
乾
隆
二
十
八
年
（
一
七
六
三
）
に
、
琉
球
は
年
に
（
歳
買
）
「
土

絲
五
0
0
0
~
、
二
蚕
湖
絲
三
0
0
0
触
」
の
購
入
が
許
さ
れ
、
さ
ら
に
乾

隆
三
十
年
（
一
七
六
五
）
に
は
年
に
（
歳

買
）
「
八
0
0
0
~

之
内
、
改
配

紬
緞
二

0
0
0触
、
毎

一
0
0
0触
抵
拍
絲
―
二

0
0肋
、
按
数
拍
除
」
が

許
さ
れ
て
い
る
。
乾
隆
三
十
年
の
こ
の
記
述
は
ど
う
解
読
す
れ
ば
よ
い
か
。

「八

0
0
0肋
」
と
い
う
の
は
乾
隆
二
十
八
年
に
購
入
を
許
さ
れ
た
「
土
絲

五
0
0
0肋
、
二
蚕
湖
絲
三

0
0
0
:&!」
の
二
つ
を
足
し
た
額
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
八

0
0
0触
」
の
う
ち
、
絲
―

二
0
0触
を
紬
緞
一

0
0
0
:&!に
換

算
す
る
こ
と
を
許
す
、
し
た
が
っ
て
絲
二
四
0
0肋
の
代
わ
り
に
紬
緞
二
〇

0
0肋
の
購
入
を
許
可
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
改
配
」

の
意
味
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
絲
対
紬
緞
は
一
・

ニ
対
一
の
計
算
で
あ
る
。
こ

の
換
算
方
式
が
「
按
数
拍
除
」
で
あ
り
、
「
加
二
拍
抵
」
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
輸
出
入
品
の
リ
ス
ト

中
国
第
一
橿
案
館
お
よ
び
台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵
の
「
椙
案
」
類
に
は
、

進
貢
船
．
接
貢
船
そ
の
他
の
琉
球
船
隻
に
よ
る
輸
出
・
輸
入
の
貨
物
に
つ
い

て
、
関
税
（
免
税
）
額
と
合
わ
せ
た
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

『
賣
案
』

に
は
清
朝
側
の
「
橿
案
」
に
対
応
す
る
記
事
が
記
録

さ
れ
て
い
る
の
は
稀
で
あ
る
。
琉
球
側
船
隻
に
よ
る
中
国
へ
の
輸
入
品
、
ま

た
中
国
か
ら
の
輸
出
品
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
国
側
税
関
が

す
る
仕
事
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
品
目
（
リ
ス
ト
）
に
つ
い
て
は
、

琉
球
側
か
ら
そ
の
都
度
中
国
側
の
税
関
（
海
関
）
に
報
告
さ
れ
た
は
ず
で
あ

る
が
、
第
九
冊
・
十
冊
に
は
そ
の
記
載
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は

『冠
船

に
付
評
価
方
日
記
』
（
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
数
少
な
い
）
等
に

『
賓
案
』

と
は
別
途
に
記
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）
虚
偽
報
告
の
例

『賞
案
』
第
九
冊
・
十
冊
と
は
直
接
関
わ
り
は
な
い
が
、
ま
た
時
期
的
に

は
多
少
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
進
貢
船
が
中
国
税
関
に
虚
偽
の
報
告
を
し
て

聟
盛
を
買
っ
た
例
を
紹
介
し
た
い
。

清
朝
は
琉
球
か
ら
の
進
貢
船
等
に
対
し
て
、
恩
典
と
し
て
土
産
の
貨
物
・
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銀
両
を
携
帯
し
て
福
建
で
貿
易
を
営
む
こ
と
を
許
可
し
、
出
入
関
税
に
つ
い

て
も
免
税
措
置
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
る
に
乾
隆
十
二
年
（
一
七
四
七
）
ニ

月
に
福
建
に
来
た
二
隻
の
進
貢
船
の
場
合
、
公
式
の
報
告
で
は
両
船
で
一
万

両
の
銀
を
携
帯
し
て
い
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
が
、
細
か
く
調
べ
て
み
る
と

そ
の
十
倍
の
銀
を
携
帯
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
は
官
伴
•
水
梢
等
の
私
人
携
帯
の
銀
が
十
余
万
両
に
の
ぼ
る
か
ら
で

あ
る
。
乾
隆
八
年
（
一
七
四
三
）
の
時
の
進
真
船
が
毎
船
五

0
0
0両
を
携

帯
し
て
い
る
と
報
告
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
（
両
船
で
）
十
万
両
を
下
ら
な

い
銀
を
携
帯
し
て
い
た
の
と
同
じ
事
態
で
あ
る
。

も
と
も
と
琉
球
が
進
貢
の
際
、
携
帯
銀
両
、
購
入
貨
物
に
つ
い
て
限
度
を

定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
琉
球
の
役
人
が
勝
手
に
公
と
私
を
分
け
て

虚
偽
の
報
告
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
内
地
に
も
悪
弊
を
誘
発
す
る
原
因

に
も
な
る
の
で
、
今
後
は
銀
両
・
貨
物
と
も
正
確
な
数
字
を
報
告
す
べ
き
で

あ
る
、
と
し
て
い
る
（
乾
隆
十
二
年
四
月
十
八
日
「
閲
浙
総
督
喀
爾
吉
善
等

奏
陳
琉
球
国
貢
船
在
闇
貿
易
情
形
摺
」
中
国
第
一
歴
史
橿
案
館
編

『清
代

中
琉
関
係
樅
案
選
編
』〔

一
九
九
三
年
〕

十
九
頁）。

正
朔
頒
賜
（
頒
告
）

中
国
の
朝
貢
国
と
し
て
琉
球
は
明
代
、
清
代
を
通
じ
て
中
国
の
い
わ
ゆ
る

「
正
朔
を
奉
ず
る
」
姿
を
踏
襲
し
て
き
た
。
正
朔
の
「
正
」
は
一
年
の
始
め

で
あ
る
正
月
、
「
朔
」
は
月
の
始
め
で
あ
る
一
日
（
つ
い
た
ち
）
の
こ
と
で
、

五

広
く
暦
を
意
味
す
る
。

前
近
代
の
中
国
で
は
暦
（
カ
レ
ン
ダ
ー
）
の
い
わ
ば
著
作
権
は
皇
帝
1
1
朝

廷
に
あ
り
、
元
号
（
年
号
）
を
定
め
、
暦
を
作
成
し
、
従
属
国
へ
頒
布
し
た
。

従
属
国
は
皇
帝
1
1
朝
廷
の
定
め
た
元
号
を
用
い
て
年
月
日
を
記
載
し
、
暦
に

従
っ
て
一
年
の
諸
行
事
を
執
り
行
な
う
。
こ
れ
が
「
正
朔
を
奉
ず
る
」
で
あ
る
。

清
代
で
は
毎
年
欠
か
さ
ず
そ
の
暦
（
時
憲
書
と
い
う
）
を
琉
球
に
頒
布
し

た
。
そ
れ
が
表
一
に
示
し
た
「
正
朔
頒
賜
（
頒
告
）
」
の
記
事
で
あ
る
。
進

貢
使
が
帰
国
の
際
持
ち
帰
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
琉
球
に
実
際
に
到

着
す
る
の
は
そ
の
年
の
半
ば
過
ぎ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

蛇
足
だ
が
中
華
民
国
(
-
九
―
二
年
成
立
）
以
後
、
中
国
で
は
年
号
の
制

度
は
廃
止
さ
れ
て
現
在
に
至
っ

て
い
る
（
中
華
人
民
共
和
国
で
は
公
元
1
1
西

暦
が
公
式
の
年
号
記
載
と
な
っ
て
い
る
）
。
日
本
で
は
明
治
以
後
「
一
世
一

元
」
の
制
度
が
定
め
ら
れ
、
天
皇
一
代
に
一
っ
の
年
号
が
設
定
さ
れ
、
以
後

大
正
、
昭
和
、
平
成
と
な
っ
た
。

つ
い
で
に
付
け
加
え
れ
ば
、
冊
封
・
朝
貢
体
制
の
も
と
で
は
琉
球
王
国
は

中
国
の
「
正
朔
を
奉
じ
」
て
い
た
の
で
、
公
式
の
年
号
記
載
は
上
記
の
よ
う

に
中
国
の
年
号
を
使
用
し
た
。
但
し
島
津
侵
入
（
一
六

0
九
年
）
以
後
は
日

本
（
ヤ
マ
ト
）
に
対
す
る
公
式
文
書
に
は
日
本
年
号
を
使
っ
た
。

さ
ら
に
明
治
の
琉
球
処
分
で
日
本
の
年
号
を
使
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

そ
の
国
の
年
号
を
使
う
（
正
朔
を
奉
ず
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
究
極
的
に
は

そ
の
年
号
を
定
め
た
元
首
1
1
国
家
に
従
属
す
る
、
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い

る
。

-54-



表一正朔頒告・受領一覧

福建布政使司→ ロ 琉球国王尚（瀬）→ ！ ： 文書番号
正朔の年 I琉球国王尚（瀬） 文年書月番日弓 福建布政使司 ！ 年月日

あて杏文内容 あて杏文内容

I ~ 件 i 2-106-05 正朔平 領の件 ! ; ， -----------2-107-03 嘉慶14年正朔頒吉の ：i――嘉-----慶-----1--4---年------4---月-----2---2---日---- 又 ： 嘉慶14年

': 2-108-12 平'i 2-109----1--6 --嘉慶15年 I正朔頒告の件 : i..嘉.....慶.....1..5...年......2...月......1..5...日.... 正朔又領の件 ．；． 嘉慶15年

: 2-110-02 平 2-111-02 
嘉慶16年 I正朔頒告の件 ~!-嘉---慶---1-6年2月20日 正朔又領の件 嘉慶16年8月4日

i 2-112-11 - し 巻114(欠巻）に
嘉慶17年 I正朔頒告の件 ・！--嘉慶17年4月16日 該当文書な ＊ 収録か

! 2-113-09 一 巻114(欠巻）に
嘉慶18年I正朔頒告の件※：；．．嘉．．．．．慶．．．．．1．．．8．．年．．．．．．4．．．．月．．．．．．8．．．．日．．．． 該当文書なし＊ 収録か

i 2-115-10 平 2-116-13 .. 
嘉慶19年I正朔頒告の件 'i. 嘉慶18年12..月.......1...日.... 正朔又領の件 嘉慶19年8月7日

i 2-117-02 平 2-118-02 --
嘉慶20年 I正朔頒告の件 i一嘉慶20年3月22日 正朔又領の件 嘉慶20年8月13日

' 2-119-11 巻120(欠巻）に---'---慶2 1 年 I 正朔頒牛 ・(f)件 ：＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿―- 該当文書なし＊ 収録ヵ
罪 口 ！嘉慶20年10月29日 、

i 2-120-02 平 2-124--0-4 --
嘉慶22年 I正朔頒告の件 ：i―嘉―----慶-----2---1--年------1---1--月-----2--0----日… 正朔又領の件 ・i ——嘉慶23年8月6日

i 2-123-10 平： 2-125-.02 .. 
嘉慶23年 I正朔頒告の件 ＇i．嘉．．．．．慶．．．．．2．．．2．．年．．．．．．1．．0．．．月．．．．．2．．9．．．．日．．． 正朔又領の件 ．i．． 嘉慶24年8月3日

2-124-12 平!__ 2-125-03 
嘉慶24年I正朔頒告の件 ＇：．．嘉．．．．．慶．．．．2．．．3．．．年．．．．．1．．．1．．月．．．．．．5．．．．日．．．． 正朔又領の件 i嘉慶24年8月3日

巻126(欠巻）に 平， i 2-128-0--5 --
嘉慶25年I該当文書なし＊ 収録か 正朔又領の件 ！嘉慶25年8月12日

巻129(欠巻）に 巻130(欠巻）に
道光元年 I該当文書なし* i 収録か 該当文書なし＊ 収録か

巻131(欠巻）に 巻132(欠巻）に
道光 2年 I該当文書なし＊ 収録か 該当文書なし＊ 収録か

. 2-133-16 平 --- -2-135-0--2 --
道光 3年 I正朔頒告の件 ：'――-----道-----光-----2----年------1--2---月--------- 正朔又領の件 ・i道光 3年8月15日

. 2-136-1 7 泣 i--- 2--140-0---3 --
道光 4年 I正朔頒告の件 ＇：＿道光 3年12月21日―- 正朔又領の件 ， i道光5年8月3日

道光 5年 I正朔頒告の件 ： ： ［道光24-年13191- 月143-0---日-—ー一 正朔受領の件 ' ; i---道-----光----2-5-----1年--4---0-8----0月---8--3日

i 2-141-14 平：＇ ＇ 2-143-09 
道光 6年 I正朔頒告の件 'i.道..光 5年11月.1..4...日.... 正朔又領の件 i．． 道光6年8月13日

! 2-144-10 平＇ ＇ ' 2-145-02 
道光

／ 7 年 I 正朔頒牛の件 ＇＿＿＿― - 正朔又領の件 : ---道光7 年8 月2 日
ロ i道光6年11月22日

※ 56頁「例（読み下し）」参照。
＊該当文書なしは、第 2集目録上下本（『歴代賓案』校訂本第 3冊収録）によると、欠巻に含

まれているものである。
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六

官
生
関
係

0
例
（
ニ
ー
一

□

―|0
九
号
文
書

福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
、
正
朔
を
頒
告
せ
ん
が
事
の
為
に
す
。
欽
み
て

惟
う
に
我
が
皇
上
、
四
海
を
奄
有
し
万
方
を
統
御
す
。
道
徳
は
春
と
と
も
に

お
よ

墨
膏
は
襄
宇
に
遍
く
し
、
地
天
咸
な
泰
ん
じ
、
声
教
を
遅
邦
に
詑
ぼ
す
。
国

詐
は
以
て
万
年
を
卜
し
、
紀
載
は
億
世
に
綿
た
り
。
欽
み
て
天
紀
を
承
け
、

敬
み
て
人
時
を
授
く
。
本
司
、
聖
主
の
柔
遠
の
慈
懐
に
仰
体
し
、
天
朝

一
統

の
正
朔
を
分
布
す
。
案
准
し
た
る
に
欽
天
監
は
時
憲
書
を
頒
発
し
、
前
来
す
。

随
い
で
経
歴
官
に
委
し
て
督
造
せ
し
め
告
竣
し
た
れ
ば
相
い
応
さ
に
例
に
照

ら
し
て
文
を
備
え
次
口
送
す
。
此
が
為
に
つ
ぶ
さ
に
貴
国
王
に
杏
す
。
希
わ
く

ば
頒
到
せ
る
大
清
嘉
慶
十
八
年
分
の
時
憲
書
式
を
将
て
、
欽
遵
し
て
祗
し
み

て
受
け
、
臣
民
に
頒
布
し
、
共
に
聖
朝
数
理
の
深
淵
を
窺
い
、
東
海
の
彊
隅

の
時
刻
を
得
占
せ
よ
。
な
お
祈
る
ら
く
は
収
到
頒
布
の
縁
由
を
将
て
、

杏
覆

施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

須
ら
く
杏
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

計
に
紅
字
時
憲
書
二
十
本
を
次
口
送
す
。

右
、
琉
球
国
中
山
王
面
に
杏
す
。

嘉
慶
十
八
年
四
月
初
八
日

読
み
下
し
）

官
生
は
冊
封
使
渡
来
の
折
に
、
派
遣
さ
れ
る
慣
例
で
あ
っ
た
。
嘉
慶
五
年

（
一
八
0
0
)
、
尚
温
の
冊
封
の
際
に
は
正
使
・
趙
文
楷
、
副
使
・
李
鼎
元

が
来
琉
し
、
前
例
に
従
っ
て
嘉
慶
七
年
(
-
八
0
二
）
、
向
循
師
等
四
人
が

派
遣
さ
れ
た
が
、
洋
上
で
遭
難
し
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
。
嘉
慶
九
年
（
一

八
0
四
）
に
再
度
毛
邦
俊
・
向
邦
正
・
梁
文
翼
・
楊
得
昌
の
四
人
を
派
遣
し

て
い
る
。

官
生
は
「
遠
人
向
化
」
の
た
め
に
北
京
の
国
子
監
に
「
入
学
読
書
」
が
許

さ
れ
、

三
年
が
経
つ
と
帰
国
が
許
さ
れ
た
。
つ
ま
り
官
生
は
「
入
学
」
に
つ

い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
帰
国
に
つ
い
て
も
琉
球
側
か
ら
の
要
請
で
許
可
さ
れ
る

形
で
あ
る
。
嘉
慶
九
年
に
派
遣
さ
れ
た
毛
邦
俊
等
四
人
も
嘉
慶
十
三
年
（
一

八
〇
八
）
で
「
在
監
読
書
」
す
る
こ
と
三
年
余
が
経
過
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
帰
国
を
要
請
し
許
さ
れ
て
い
る
（
ニ

-I0六
ー
〇
四
号
・

―
-
|
-

0
七
ー
0
四
号
文
書
）
。
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表 二官 生関係

発信者 受信者 内 容
文書番号
年月日

官生（毛邦俊・向邦正 ・梁文翼 ・ 2-106-04 
福建布政使司 琉球国王尚（瀬） 楊徳昌）の帰国の許可と入監

-------------------------------------------

1 
嘉慶14年 5月9日の許可について

琉球国王尚（瀕） 福建布政使司
官生（毛邦俊等4人）の帰国の 2-107-04 

2 -------------------------------------------

許可と入監の許可について 嘉慶14年

礼部 琉球国王尚（瀕）
官生（毛邦俊等4人）の帰国に 2-108-04 

3 
ついて 嘉慶14年3月

官生（毛邦俊等 4人）が国子監 2-109-03 
琉球国王尚（瀬） 皇帝（嘉慶帝） において陣業して無事に帰国

--・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
4 

嘉慶15年したことに対する謝恩の表文

官生（毛邦俊等4人）の帰国の 2-109-06 
琉球国王尚（瀬） 皇帝（嘉慶帝） 許可を謝して進貢する旨の奏

........................................... 

5 
嘉慶15年本

官生（陳善織 ・馬執宏 ・毛世輝・ 2-109-07 
琉球国王尚（瀬） 皇帝（嘉慶帝） 梁元檻）の入監の許可を謝し

ー・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 

嘉慶15年て進貢する旨の奏本

官生（毛邦俊等4人）の帰国の 2-109-11 
-------------------------------------------

7 琉球国王尚（瀬） 礼部 許可を謝して進貢することに
嘉慶15年ついて

官生（陳善織等4人）の入監の 2-109-12 
-----------・------・・・ ―幽・・--・・-----・-・--・-・-8 琉球国王尚（瀬） 礼 部 許可を謝して進貢することに

嘉慶15年ついて

官生（毛邦俊等 4人）の帰国の 2-109-20 
-------------------------------------------， 琉球国王尚（瀕） 福建布政使司 許可を謝して進貢することに

嘉慶15年ついて

官生（陳善磁等4人）の入監の 2-109-21 
-・・・--・・---・-・・・・・・・-・・・・--・・・-・・・・・・・・・・・・ 

10 琉球国王尚（瀕） 福建布政使司 許可を謝して進貢することに
嘉慶15年ついて

礼部 琉球国王尚（瀕）
官生（陳善磁等 4人）の北京到 2-112-02 

11 
着期日について 嘉慶16年9月30日
官生（毛邦俊等4人）の帰国お 2-112-05 
よび入監（陳善織等4人）の謝

........................................... 

12 礼部 琉球国王尚（瀬）
恩方物の受領に関する上奏裁 嘉慶16年10月20日
可について

官生眼伴（陳善緻等4人）へ物 2-112-08 
-------------------------------------------

13 礼部 琉球国王尚（願） 品、食物等を頒賜することに
嘉慶16年10月20日ついて

琉球国王尚（瀕） 皇帝（嘉慶帝）
官生（陳善織等4人）の帰国要 2-116-02 

14 -------------------------------------------

請に関する旨の奏本 嘉慶19年 8月7日

琉球国王尚（瀬） 礼部
官生（陳善織等4人）の帰国に 2-116-06 

15 ···················•················•·•···· 

ついて 嘉慶19年8月

琉球国王尚（瀬） 福建布政使司
官生（陳善織等4人）の帰国要 2-116-14 

16 --・・・-・・-------------------------・・・・-・・-・・ 
請に関する奏本送付について 嘉慶19年 8月7日

帰国する官生（陳善撒等4人） 2-119-04 
-------------------------------------------

17 礼 部 琉球国王尚（瀬） ヘ例賞、加賞の頒賜に関する
嘉慶20年 1月上奏裁可について

礼 部 琉球国王尚（瀬）
官生（陳善織等4人）等の北京 2-119-09 

18 
よりの帰国について 嘉慶20年2月
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表三 冊封使（渡来） ・謝恩使派遣関係

発 信者 受信者 内 容
文書番号
年月日

冊封を封知使使がらせ無(※る事1杏に)文帰派国遣しのた謝恩こ、と冊等
2-106-04 

1福建布政使司 琉球国王尚（瀬）
-----------------------------------------

嘉慶14年 5月9日

琉冊に封つ球使いら国せのてかる宴のら沓金報の文の告冊収を封受受へのけの請た謝願こ恩等と、

2-108-02 
··· ·•••••································ 

2 礼 部 琉球国王尚（瀬）
嘉慶14年 3月

を知

謝恩使 (※ 2)らとがせ諸賞る行賜杏事品文にを参下賜加
2-108-06 

-----------------------------------------

3 礼 部 琉球国王尚（瀕） せられたこと
嘉慶14年 3月したことを知

謝恩の正使および知員役に加賞咎 2-108-07 
-----------------------------------------

4 礼 部 琉球国王尚（瀬） せる物件の清単を らせる
嘉慶14年 3月文

5 礼部 琉球国王尚（瀬） 謝恩使の来京を知らせる杏文
2-108-08 

-----------------------------------------

嘉慶14年 2月

6 礼部 琉球国王尚（瀕） 謝知恩らせのる貢杏物文を賞収したことを 2-108-09 
-----------------------------------------

嘉慶14年 2月

7 福建布政使司 琉球国王尚（瀕） 謝恩使のる帰杏国文の許可等につい 2-108-11 
-----------------------------------------

て知らせ 嘉慶15年 5月 9日

8 琉球国王尚（瀕） 皇帝（嘉慶帝） 謝恩のす貢る物謝を恩賞の収奏せ本られたこ 2-109-05 
-----------------------------------------

とに対 嘉慶15年

， 琉球国王尚（瀬） 礼 部 謝恩のす貢る物謝を恩賞の収杏せ文られたこ
2-109-10 

-----------------------------------------

とに対 嘉慶15年

10 琉球国王禍（瀕） 礼部 謝恩の使杏の文宴金の収受を謝する 2-109-14 
-----------------------------------------

ため 嘉慶15年

11 琉球国王尚（瀬） 福建布政使司 謝恩の文貢物の賞収を謝するた 2-109-19 
-----------------------------------------

めの杏 嘉慶15年

※ l冊封正使＝翰林院編修齊蜆、 冊封副使＝エ科給事中費錫章

※ 2 謝恩使＝法司王舅毛光國、 紫巾大夫鄭章観、使者毛維新、都通事鄭嘉訓、通事金文和・ 禁
世豪

-58-



八

追

補

七

冊
封
使
（
渡
来）

・
謝
恩
使
派
遣
関
係

第
九
冊

・
十
冊
に
収
録
の
文
書
群
は
、
嘉
慶
十
三
年
(
-
八

0
八
）
九
月

か
ら
道
光
七
年
(
-
八
二
七
）
八
月
ま
で
を
含
む
。
琉
球
国
王
名
で
言
え
ば

尚
瀕
五
年
か
ら
同
二
十
四
年
ま
で
に
当
る
。

尚
瀕
は
既
に
嘉
慶
十
三
年
八
月
一
日
に
冊
封
の
儀
礼
を
済
ま
せ
て
い
る
。

そ
の
時
の
冊
封
使
は
正
使
・
齊
鮨
、
副
使
・
費
錫
章
で、

一
行
五
一
九
人
は
、

閏
五
月
十
七
日
か
ら
十
月
二
日
に
か
け
て
一

三
三
日
琉
球
に
滞
在
し
、
尚
温

お
よ
び
尚
成
の
諭
祭
、
尚
源
の
冊
封
を
行
な
っ
た
。
齊
鯖

．
費
錫
章
は
帰
国

後

『続
琉
球
国
志
略
』
を
著
し
て
い
る
。

表
三
は
冊
封
に
対
す
る
謝
恩
使
の
派
遣
、
謝
恩
の
貢
物
（
特
殊
進
貢
）
、

等
に
関
す
る
や
り
と
り
を
示
す
一
連
の
文
書
を
、
文
書
番
号
順
に
示
し
た
。

第
十
冊
は
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
欠
巻
が
目
立
つ
。
第
十
冊
は
目
録
に
よ

れ
ば
、
第
二
集
巻
―

二
三
（
嘉
慶
二
十
一
年
1
1

一
八
一
六
）
か
ら
巻
一

四
五

（
道
光
七
年
1
1

一
八
二
七
）
の
十
一
年
間
の
合
計
二
十
三
の
巻
が
収
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
八
巻
が
「
原
鋏
」
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
時
期
は
中
国
側
の
橿
案
資
料
も
欠
落
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
理
由

が
奈
辺
に
あ
る
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

『歴
代
賓
案
』
目
録
（
校
訂
本
第
三
冊
収
録
）
に
は
記
載
が
見
え
る
が
、

進
香
事

↓
 

↓
 

本
文
を
欠
い
て
い
る
巻
一

三
0
で
三
文
書
、
巻
一

三
八
で
二
文
書
を
関
連
資

料
に
よ
り
復
冗
を
試
み
た
。

目
録
に
よ
れ
ば
、
巻
一

三
0
に
収
録
さ
れ
た
文
書
は
道
光
元
年
(
-
八
二

-
）
の
接
貢
船
が
装
載
し
た
表
三
通
、
奏
三
通
、
移
礼
部
杏
五
通
、
移
布
政

使
杏
十
通
、
符
文

一
通
、
執
照
二
通
の
二
十
四
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち

奏
三
通
の
三
文
書
を

『清
代
中
琉
関
係
橿
案
選
編
』
（
選
と
略
称
）

『清
代
琉

球
国
王
表
奏
文
書
選
録
』
（
表
奏
と
略
称
）
に
よ
り
復
元
し
た
。
同
様
に
巻

一
三
八
に
つ
い
て
も
、

収
録
さ
れ
て
い
た
の
は
道
光
四
年
(
-
八
二
四
）
の

進
貢
船
が
装
載
し
た
表
三
通
、
奏
二
通
、
移
礼
部
杏
十
通
、
移
布
政
使
杏
十

一
通
、
符
文
一
通
、
執
照
二
通
の
二
十
九
文
書
で
あ
る
が
、
表
三
通
の
う
ち

二
文
書
を
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
蔵
の
楚
南
家
文
書

『
頒
賜
遺
詔
謝

表
』
（
謝
表
と
略
称
）
と

『清
代
琉
球
国
王
表
奏
文
書
選
録
』
に
よ
り
復
元

し
た
。

目
録
と
復
冗
文
書
と
の
関
係
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
復
元
文
書

に
は
便
宜
上
番
号
を
付
し
た
。

巻
一

三
〇

奏
三
通

慶
賀
事
（
登
極
）

二
ー
一
三

0
|
0
一
号
文
書

選
（
道
光
六
号
）
「
琉
球
国
王
尚
穆
奏
慶
賀
登
極
摺

道
光
元
年
八
月
十
六
日
に
よ
り
復
元
。

二
ー
一
三

0
|
0
二
号
文
書

清
単
一
」
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※

『
歴
代
賣
案
』
校
訂
本
第
十
冊

（
五
七
九
＼
五
九
二
頁）
。

表
二
通

謝
恩
事

↓

↓
 

選
（
道
光
八
号
）

「琉
球
国
王
尚
穆
奏
進
香
事
摺
」

道
光
元
年
八
月
十
六
日
に
よ
り
復
元
。

巻
一

三
八

二
ー
ニ―

-0
|
0
三
号
文
書

表
奏

(
1
0七
号
）
「
琉
球
国
中
山
王
尚
穆
為
謝
恩
事
奏
本」

道
光
元
年
八
月
十
六
日

選
（
道
光
七
号
）
「
琉
球
国
王
尚
穆
奏
謝
皇
上
登
極
大
典
頒
賜
賣

詔
摺
」
道
光
元
年
八
月
十
六
日
に
よ
り
復
元
。

二
ー

一
三
八

ー
〇
一
号
文
書

冊
立
事
（
冊
立
皇
后
賀
表
）

謝
表
「
冊
立
皇
后
賀
表
」
道
光
四
年
八
月
初
六
日
に
よ
り
復
元
。

謝
恩
事
（
頒
賞
）
↓
二
I

一
三
八

ー
〇―

一号
文
書

表
奏

(1
0
八
号
）
「
琉
球
国
中
山
王
尚
穆
為
謝
恩
事
表
文
」

道
光
四
年
八
月
初
六
日
に
よ
り
復
元
。

沖
縄
県
教
育
委
員
会

―10
一
四
年
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